
※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

4
老人福祉施設等災害復旧支援事業
費補助金

被災した老人福祉施設等の復旧費用を補助するも
の。（社会福祉施設等災害復旧事業の対象外の施
設）

・支援を受けた事業所のうち、次のいずれかの
事業所に限る。
①被災した施設の被災程度が大規模半壊以上
であること。
　（罹災証明書等市町村が施設の罹災程度を証
明する書類を添付すること。）
②事業所において６か月以上の間事業を休止し
ていたこと。
　（「休止届」等、事業所において６か月以上の間
事業を休止していたこと証明する書類を添付す
ること。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課
施設支援班
０２２－２１１－２５４９

5

社会福祉施設等災害復旧費国庫補
助金
①東日本大震災に係る老人福祉施設
等災害復旧事業費補助金（仙台市外
の施設対象）
②仙台市老人福祉施設等災害復旧
費補助金（仙台市内の施設対象）

被災した老人福祉施設等の復旧費用を補助するも
の。

・支援を受けた事業所のうち、次のいずれかの
事業所に限る。
①被災した施設の被災程度が大規模半壊以上
であること。
　（罹災証明書等市町村が施設の罹災程度を証
明する書類を添付すること。）
②事業所において６か月以上の間事業を休止し
ていたこと。
　（「休止届」等、事業所において６か月以上の間
事業を休止していたこと証明する書類を添付す
ること。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部

【仙台市外の施設】
宮城県
長寿社会政策課

【仙台市内の施設】
仙台市健康福祉局
高齢企画課

【仙台市外の施設】
宮城県
長寿社会政策課
施設支援班
０２２－２１１－２５４９

【仙台市内の施設】
仙台市健康福祉局
高齢企画課
０２２－２１４－８１６９

7

中小企業経営革新支援事業
（中小企業等経営強化法（旧：中小企
業新事業活動促進法）に基づく経営
革新計画の承認）

中小企業等経営強化法（旧：中小企業新事業活動促
進法）に基づき、中小企業を対象に経営革新計画を承
認するもの。

震災以前に事業決定したものについては、平成
23年3月11日時点で、当該政策の支援を受けた
事業が継続しているものに限る。

宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室
経営支援班
０２２－２１１－２７４２

11

中小企業販路開拓総合支援事業「引
合せ支援」
（旧：みやぎの中小企業マーケティン
グ活動支援事業（コネクション型））
（旧：地域発商品等販路拡大支援事
業（販路Navi事業））

県内企業の新商品・新サービス等を選定し、首都圏等
における販路拡大を支援するもの。（人的な支援を行
うもの。）

宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室
経営支援班
０２２－２１１－２７４２

14
みやぎ中小企業チャレンジ応援基金
（旧：宮城・仙台富県チャレンジ応援基
金）

・中小企業を対象とした新事業展開等に係る助成
・県等が出資した原資により、（公財）みやぎ産業振興
機構が基金を造成し、中小企業に助成するもの。

震災以前に事業決定したものについては、平成
23年3月11日時点で、当該政策の支援を受けた
事業が継続しているものに限る。

宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室
企画調整班
０２２－２１１－２７４５

15 みやぎ復興パーク事業

（公財）みやぎ産業振興機構において、東北地域のも
のづくり産業の復興及び新たな産業の創出・発展を図
るための拠点を整備し、被災した企業や団体などに対
して工場など施設の貸し出しを行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 新産業振興課
産学連携推進班
０２２－２１１－２７２１

19
中小企業高度化資金貸付金（特別会
計）

事業協同組合等が整備する共同施設等に対して、長
期低利による融資を行うもの。

宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室
経営支援班
０２２－２１１－２７４２

21
観光施設再生・立地支援事業
（旧：観光施設再生支援事業）

東日本大震災により被災した県内のホテル、旅館、簡
易宿所営業、下宿営業及び観光集客施設の施設・設
備を再建・復旧する中小企業者等に助成を行うもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 経済商工観光部 観光戦略課
観光産業振興班
０２２－２１１－２７５５

29
自動車関連産業特別支援事業
（自動車産業取引拡大加速化推進事
業を含む）

県内の自動車関連企業等の取引拡大や新規参入を
促進するため、総合的な支援を行うもの。

県が実施する生産現場改善支援事業（集合支援
については平成25年度までに限る。）、新技術・
新工法研究開発促進事業または自動車関連人
材育成補助事業により支援を受けた事業主を対
象とする。

宮城県 経済商工観光部 自動車産業振興室
技術支援班
０２２－２１１－２５３３

30 みやぎ企業立地奨励金事業

県内に工場等の新設、増設等を行う企業を対象に奨
励金を交付するもの。

※事業復興型雇用創出助成金申請時において、政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として、次の書類の提出が必
要です。
・奨励金対象工場等指定通知書の写し
・奨励金交付決定の通知書の写し（交付決定未了の
場合は、工事請負契約書等の着工済であることを証
明する書類の写し）

原則として、平成23年3月10日以前に指定申請
を行い、平成23年3月11日から令和8年3月31日
までの間に交付決定を受けた事業所を対象とす
る。
ただし、令和8年3月31日までに指定及び着工が
あった場合は、一定の要件の下に、事業復興型
雇用創出助成金の申請を可能とする。（交付決
定通知書が交付されなかった場合、事業復興型
雇用創出助成金は返還となる。）

宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課
企業立地基盤整備班
０２２－２１１－２７３３

31
復興特区（民間投資促進特区（ものづ
くり産業版））に基づく指定事業者の指
定

復興特区法に基づき国から認定を受けた民間投資促
進特区（ものづくり産業版）に該当する事業者について
指定するもの。指定を受けた事業者は、税制上の特
例措置等を受けることができる。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課
企業立地基盤整備班
０２２－２１１－２７３３

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

＊ 2-16 「被災中小企業施設・設備整備支援事業資金貸付制度（高度化スキームによる貸付制度）」は、

リスト１ - 52 に移動しました
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

32
復興特区（民間投資促進特区（ＩＴ産業
版））に基づく指定事業者の指定

復興特区法に基づき国から認定を受けた民間投資促
進特区（ＩＴ産業版）に該当する事業者について指定す
るもの。指定を受けた事業者は、税制上の特例措置
等を受けることができる。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

宮城県 企画部
産業デジタル推進
課

産業デジタル推進第二
班
０２２－２１１－２４７９

34
東日本大震災に係る被災私立保育所
等災害復旧事業費補助金

被災私立保育所及び認可外保育所等が行う災害復
旧事業に対し、施設設置者負担の軽減を図り、保育の
継続支援を行うもの。

支援を受けた事業所のうち、次のいずれかの事
業所に限る。
①被災した施設の被災程度が大規模半壊以上
であること。
　（罹災証明書等市町村が施設の罹災程度を証
明する書類を添付すること。）
②事業所において６か月以上の間事業を休止し
ていたこと。
　（「休止届」等、事業所において６か月以上の間
事業を休止していたこと証明する書類を添付す
ること。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部 子育て社会推進課
保育支援班
０２２－２１１－２５２９

35
革新的低炭素技術集約産業国内立
地推進事業費補助金

革新的な技術を活用することにより、大きなＣＯ２削減
効果が期待できる低炭素製品に関する生産技術を確
立するための国内での設備投資に対しての支援事
業。国内での工場立地促進、地域経済を支える低炭
素産業の大きな成長を図ることを目的とする。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

経済産業省 東北経済産業局 企業成長支援課 ０２２－２２１－４８０７

41
特用林産物生産施設早期再開支援
事業

東日本大震災により被災した特用林産物生産施設の
早期生産再開に向けて、施設及び器機材整備経費を
補助するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部 林業振興課
地域林業振興班
０２２－２１１－２９１４

45 情報通信関連企業立地促進奨励金

県内に事業所を新設するソフトウェア企業（開発系ＩＴ
企業）を対象に奨励金を交付するもの。
※事業復興型雇用創出助成金申請時において、政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として、次の書類の提出が必
要です。
・交付対象事業所指定通知書の写し
・奨励金交付決定の通知書の写し（交付決定未了の
場合は、工事請負契約書等の着工済であることを証
明する書類の写し）

・原則として、平成23年3月11日以降に指定申請
を行い、令和8年3月31日までに交付決定を受け
た事業所を対象とする。
・ただし、令和8年3月31日までに指定及び着工
があった場合は、一定の要件の下に、事業復興
型雇用創出助成金の申請を可能とする。（交付
決定通知書が交付されなかった場合、事業復興
型雇用創出助成金は返還となる。）
・新規雇用奨励金の併給はできない。

宮城県 企画部
産業デジタル推進
課

産業デジタル推進第二
班
０２２－２１１－２４７９

48

社会福祉施設等災害復旧費国庫補
助金
①東日本大震災に係る児童福祉施設
等災害復旧事業費補助金（仙台市外
の対象施設）
②東日本大震災に係る仙台市私立保
育所災害復旧費補助金（仙台市内の
対象施設）

東日本大震災により被害を受けた施設の復旧に関し、
復旧に要する費用の一部を補助することにより災害の
速やかな復旧を図り、保育事業の支援を行うもの。

・公務員の身分を持つ者は除く。
・国や県または市町村から人件費の経費負担を
受けている者は除く。
・支援を受けた事業所のうち、次のいずれかの
事業所に限る。
①被災した施設の被災程度が大規模半壊以上
であること。
　（罹災証明書等市町村が施設の罹災程度を証
明する書類を添付すること。）
②事業所において６か月以上の間事業を休止し
ていたこと。
　（「休止届」等、事業所において６か月以上の間
事業を休止していたこと証明する書類を添付す
ること。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部

【仙台市外の施設】
宮城県
子育て社会推進課

【仙台市内の施設】
仙台市子供未来局
環境整備課

【仙台市外の施設】
宮城県
子育て社会推進課
保育支援班
０２２－２１１－２５２９

【仙台市内の施設】
仙台市子供未来局
環境整備課
０２２－２１４－８１８５

49

社会福祉施設等災害復旧費国庫補
助金
①東日本大震災に係る障害福祉施設
等災害復旧事業費補助金（仙台市内
のグループホーム、ケアホーム及び
仙台市外の対象施設）
②仙台市障害福祉施設等災害復旧
費補助金（仙台市内の対象施設）

東日本大震災により被害を受けた施設の復旧に関し、
復旧に要する費用の一部を補助することにより災害の
速やかな復旧を図り、障害福祉施設運営事業の支援
を行うもの。

・公務員の身分を持つ者は除く。
・国や県または市町村から人件費の経費負担を
受けている者は除く。
・次のいずれかの事業所に限る。
①被災した施設の被災程度が大規模半壊以上
であること。
　（罹災証明書等市町村が施設の罹災程度を証
明する書類を添付すること。）
②事業所において６か月以上の間事業を休止し
ていたこと。
　（「休止届」等、事業所において６か月以上の間
事業を休止していたこと証明する書類を添付す
ること。）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部

【仙台市内のグ
ループホーム、ケア
ホーム及び仙台市
外の施設】
宮城県障害福祉課

【仙台市内の対象
施設】
仙台市健康福祉局
障害者支援課

【仙台市内のグループ
ホーム、ケアホーム及
び仙台市外の施設】
宮城県障害福祉課
施設支援班
０２２－２１１－２５４４

【仙台市内の対象施
設】
仙台市健康福祉局
障害者支援課
０２２－２１４－８１８８

55
農商工連携震災復興モデル創出支援
事業

震災からの単なる復旧ではなく、施設園芸生産の先進
地形成に向けて、次世代園芸生産施設の誘致促進を
図ることを目的に、民間事業者が行う農林水産業者と
商工業者との連携による震災復興のモデル化に要す
る経費の補助を行うもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 農政部
農山漁村なりわい
課

６次産業化支援班
０２２－２１１－２２４２

63
復興特区（民間投資促進特区（農業
版））に基づく指定事業者の指定

復興特区法に基づき国から認定を受けた民間投資促
進特区（農業版）に該当する事業者について指定する
もの。指定を受けた事業者は、税制上の特例措置等
を受けることができる。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

宮城県 農政部 農業振興課
先進的経営体支援班
０２２－２１１－２８３３
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

64

耕作放棄地活用支援事業
（耕作放棄地再生利用緊急対策交付
金、又は、被災者営農継続支援耕作
放棄地活用事業交付金）

耕作放棄地を貸借等により引き受ける農業者、農業
者組織等が行う、再生作業や土づくり、作付・加工等
の整備を総合的に支援するもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 農政部 農業振興課
経営構造対策班
０２２－２１１－２８３５

65
大規模園芸経営体育成事業
（アグリビジネス経営確立支援事業）

本県のアグリビジネスや園芸経営の牽引役となる経
営体の育成を目的として、農業法人等（法人化予定の
個人農業者含む）が規模拡大や新規部門の立ち上げ
に必要な機械・施設整備等に対して、一定の条件のも
と補助を行うもの。

宮城県 農政部 園芸推進課
先進的園芸推進班
０２２－２１１－２７２３

66 養殖業再生事業（6次産業化推進費）

被災漁業者グループに対する養殖用資機材の支援
（養殖用資機材等緊急整備事業）の対象となっている
事業主体のうち、6次産業化のモデルとなる被災事業
者主体の法人等に対し助成するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 水産林政部 水産業振興課
漁業調整班
０２２－２１１－２９３２

67

社会福祉施設等設備災害復旧費等
国庫補助金
①障害福祉サービス事業所等設備災
害復旧事業費補助金（災害復旧大規
模生産設備費に対する補助金に限
る）（仙台市外の対象事業所等）
②障害福祉サービス事業所等設備災
害復旧事業費補助金（災害復旧大規
模生産設備費に対する補助金に限
る）（仙台市内の対象事業所等）

東日本大震災により被害を受けた障害福祉サービス
事業所等の事業再開に必要な設備等の復旧費用を
補助することにより、事業所等の再開を支援するも
の。

・障害福祉サービス事業所等設備災害復旧事業
のうち、災害復旧大規模生産設備費の補助金を
受けた事業所等に限る。
・公務員の身分を持つ者は除く。
・国や県または市町村から人件費の経費負担を
受けている者は除く。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 保健福祉部

【仙台市外の事業
所等】
宮城県障害福祉課

【仙台市内の事業
所等】
仙台市健康福祉局
障害者支援課

【仙台市外の事業所
等】
宮城県障害福祉課
施設支援班
０２２－２１１－２５４４

【仙台市内の事業所
等】
仙台市健康福祉局
障害者支援課
０２２－２１４－８１８８

68
スタートアップ加速化支援事業
（旧：被災地再生創業支援事業）

県内において創業する者又は第二創業する中小企業
者に対し100万円又は250万円/年度を２か年度にわた
り支援することで、雇用の創出を図り、もって地域産業
の再生に寄与するもの。

当該政策により人件費の補助を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室
企画調整班
０２２－２１１－２７４５

70 新規参入・新産業創出等支援事業

高度電子機械産業等の高付加価値事業の創出を目
指し、県内企業における技術開発・商品開発の取組
や、川下企業等への参入を目指して行う試作開発等
の取組に対し助成を行うもの。

技術開発に直接関与する者の人件費分として計
上された労働者を除く。

宮城県 経済商工観光部 新産業振興課

【地域イノベーション創
出型・グループ開発
室・成長分野参入支援
型】
産学連携推進班
０２２－２１１－２７２１

71

アグリビジネス経営基盤強化整備事
業
（新世代アグリビジネス総合推進事
業）

農産物の加工や販売などにより付加価値を高め、経
営の多角化等を図り販売額向上と雇用創出に向けた
取組に必要な施設等の整備に要する経費を補助する
もの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 農政部 農業振興課
先進的経営体支援班
０２２－２１１－２８３３

72
みやぎの農業地域活性化拠点整備モ
デル事業

農業生産規模の拡大や生産性向上による販売額増加
と雇用創出に向けた取組に必要な施設・機械等の整
備に要する経費を補助するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

宮城県 農政部 農業振興課
先進的経営体支援班
０２２－２１１－２８３３

73

農畜産物輸出拡大施設整備事業
※後継事業の「農産物等輸出拡大施
設整備事業」の支援決定を受け、本
助成金に申請を希望する場合は、事
前にご相談ください。

農畜産物の輸出拡大に向けた生産・流通体制を構築
するために必要な施設等の整備に要する経費を補助
するもの。

宮城県 農政部 園芸推進課
調整班
０２２ー２１１ー２２２４

74
産地生産基盤パワーアップ事業
（旧：産地パワーアップ事業）

農産物の産地における収益性の向上に向けた取組に
必要な施設、機械等の整備に要する経費を補助する
もの。

宮城県 農政部 園芸推進課
調整班
０２２ー２１１ー２２２４

75

みやぎの園芸法人ステージアップ事
業
（旧：みやぎの企業的園芸等整備モデ
ル事業）
※後継事業の「みやぎの施設園芸ネ
クストステージ事業」の支援決定を受
け、本助成金に申請を希望する場合
は、事前にご相談ください。

園芸栽培における先進的技術の導入による生産性向
上等に係る拠点整備や雇用創出、加工・業務用野菜
の安定供給や大規模露地園芸における機械化一貫
体型による効率化等に必要な機械等の整備に対して
一定の要件の下に補助を行うもの。

事業メニューのうちみやぎの企業的園芸等整備
モデル事業の支援決定を受けている事業主の
みが助成対象となりえます（事業メニューのうち
付加価値創造支援型は助成対象外）。

宮城県 農政部 園芸推進課
先進的園芸推進班
０２２－２１１－２７２３

77

中小企業販路開拓総合支援事業「市
場投入支援」
（旧：みやぎの中小企業マーケティン
グ活動支援事業「マーケティング型」）

国内あるいは海外展開を目指す県内中小企業の新製
品等について、専門家を活用した市場調査から販路
開拓まで一貫した支援を行うもの。

（公財）みやぎ産業振興機構とマーケティング専
門家の間で委託契約を締結した日以降に、支援
対象の中小企業者に雇い入れられた労働者が、
事業復興型雇用創出助成金の申請対象となる。

宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室
経営支援班
０２２－２１１－２７４２

101
仙台市海外販路開拓チャレンジ支援
助成金（旧：仙台市輸出入チャレンジ
支援助成金）

市内企業の海外市場開拓、経済の国際化・活性化を
目的に、市内の中小企業等が海外で開催される見本
市・商談会等へ出展する際に助成金を支給するもの。

仙台市 経済局 中小企業支援課 ０２２－２１４－１００５
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

102 仙台市企業立地促進助成金

市域内に対象となる事業所を設置又は設備更新を
行った場合に、その投資に係る固定資産税等相当額
に応じた額を助成するもの。
※事業復興型雇用創出助成金申請時において、政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として、次の書類の提出が必
要です。
・交付指定通知書の写し
・助成金交付決定の通知書の写し（交付決定未了の
場合は、工事請負契約書等の着工済であることを証
明する書類の写し）

・原則として、平成23年3月11日以降に交付指定
申請を行い、令和8年3月31日までに交付決定を
受けた事業所を対象とする。
・ただし、令和8年3月31日までに交付指定及び
着工があった場合は、一定の要件の下に事業復
興型雇用創出助成金の申請を可能とする。（交
付決定通知書が交付されなかった場合、事業復
興型雇用創出助成金は返還となる。）

仙台市 経済局 産業集積推進課 ０２２－２１４－８２７６

103 プロトタイプ作製支援プロジェクト

震災に伴う風評被害等により取引が減少している製
造業及びソフトウェア業関連の市内中小企業者に対
し、新製品開発にかかる開発経費の一部を支援する
もの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 産業集積推進課 ０２２－２１４－８２４５

104 クリエイティブ・プロジェクト助成事業
クリエイティブ産業の創造性を活かし、地域経済の活
性化を目的としたプロジェクトに要する経費を助成する
もの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 中小企業支援課 ０２２－２１４－１００３

105

仙台市中小企業融資制度
（東日本大震災復興関連融資及び災
害関連融資（東日本大震災を起因とし
たものに限る）のみ対象）

市内に事業所を有している中小企業の方を対象に限
度額を設けて支給するもの。

融資対象が運転資金のみの場合は対象としな
い。

仙台市 経済局 中小企業支援課 ０２２－２１４－１００３

106 農と食のフロンティア推進特区制度

仙台市東南部地域の復興産業集積区域において、区
域内の農業振興に寄与する事業で、雇用機会の確保
に寄与する事業を行う法人や個人事業者を対象に、
税制上の特例措置を行うもの。

仙台市 経済局 農業振興課 ０２２－２１４－８２６６

107 六次産業化推進補助事業
認定農業者や農地所有適格法人等を対象に、農林水
産加工製造及び販売のために行う機材の購入や、商
品開発に係る調査費等の一部を補助するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 農業振興課 ０２２－２１４－８２６６

108 仙台・東北復興取引拡大促進助成金

（公財）仙台市産業振興事業団に設置する東北ビジネ
スマッチングセンターが支援する中小企業者を対象
に、新規取引の商談交渉に要する旅費の一部を助成
するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

（公財）仙台市
産業振興事業
団

０２２－７２４－１２１２

109 仙台・東北復興取引拡大促進報奨金

（公財）仙台市産業振興事業団に設置する東北ビジネ
スマッチングセンターが支援する中小企業者を対象
に、新規取引の商談が成立した場合に報奨金を支給
するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

（公財）仙台市
産業振興事業
団

０２２－７２４－１２１２

110 震災復興緊急販路開拓支援助成金
仙台市内のビジネスインキュベーション施設に入居し
ている中小企業者等を対象に、展示会や商談会への
出展経費等を助成するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

（公財）仙台市
産業振興事業
団

０２２－７２４－１２１２

111 ものづくり中小企業製品開発補助金
市内のものづくり中小企業者を対象に、新製品及び新
技術の開発等に係る経費の一部を補助するもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 中小企業支援課 ０２２－２１４－１００３

112 ものづくり中小企業実用化評価補助金

市内のものづくり中小企業者を対象に、新製品及び新
技術への支援機関による技術的支援を受けて実施す
る実証及び性能評価等に要する経費の一部を補助す
るもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 中小企業支援課 ０２２－２１４－１００３

113
仙台市東北大学連携型起業家育成
施設入居企業等補助金

東北大学連携型起業家育成施設の入居者を対象に、
施設賃料に係る経費の一部を補助するもの。

仙台市 経済局
スタートアップ支援
課

０２２－２１４－８２７８

114
仙台市農商工連携新商品等開発支
援事業補助金

農林漁業者や商工業者等を対象に新たな商品やサー
ビスを開発する事業に要する経費の一部を補助する
もの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 農業振興課 ０２２－２１４－８２６６

115
仙台市中小企業新製品等開発支援
補助金

市内の中小企業者を対象に、新たな製品又はサービ
スの開発等に要する経費の一部を補助するもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

仙台市 経済局
イノベーション企画
課

０２２－２１４－８２６３

117
仙台市中小企業新製品等開発支援
補助金
(ものづくり製品開発支援補助金）

市内のものづくり中小企業者を対象に、新製品及び新
技術の開発等に係る経費の一部を補助するもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

仙台市 経済局 中小企業支援課 ０２２－２１４－１００３
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

118
石巻市中小企業融資あっせん
（災害関連枠）

市内の中小企業者に対し低金利の融資をあっせん
し、保証料の 50％と利子の一部（災害関連枠）を市が
補給するもの。

融資対象が運転資金のみの場合は対象としな
い。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

石巻市 産業部 商工課
中小企業支援係
０２２５－９５－１１１１
内線３５２３

120 石巻市中小企業復旧支援事業補助金
震災で被災した中小企業に施設等の復旧費に係る費
用の 1/2 を補助するもの。（上限１００万円）

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

石巻市 産業部 商工課
中小企業支援係
０２２５－９５－１１１１
内線３５２３

121 石巻市産業創造助成金
新たな産業を育成することにより、産業と雇用の拡大
を図るため、創造的事業を行う事業者に対し助成金を
交付するもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

石巻市 産業部 商工課
中小企業支援係
０２２５－９５－１１１１
内線３５２３

122 石巻まちなか再生特区

まちなか（中心市街地）の復興、活性化を図るため、対
象となる復興産業集積区域で、新規立地、設備の導
入、増設を行う事業者や、被災者を雇用している事業
者を対象として、税制上の特例措置を行うもの。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

石巻市 産業部 商工課
中小企業支援係
０２２５－９５－１１１１
内線３５２３

123 愛ランド特区

牡鹿半島（渡波の一部、荻浜の一部を含む）や雄勝、
北上地区の復興、活性化を図るため、対象となる復興
産業集積区域で、新規立地、設備の導入、増設を行う
事業者や、被災者を雇用している事業者を対象とし
て、税制上の特例措置を行うもの。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

石巻市 産業部 商工課
中小企業支援係
０２２５－９５－１１１１
内線３５２３

124 千賀の浦観光推進特区
復興特区法に基づき、国から認定を受けた観光特区
に該当する事業者を指定し、指定を受けた事業者は
法人税制上の特例を受けることができるもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

塩竈市 産業建設部 商工観光課
商工港湾係
０２２－３６４－１１２４

125 り災商店再生支援制度
震災後、事業を再開した事業所に、被害判定に応じて
工事などにかかった費用の一部を助成するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

塩竈市 産業建設部 商工観光課
商工港湾係
０２２－３６４－１１２４

126 いきいき企業支援事業
対象業種で投下固定資産や新規雇用の要件を満た
し、採択された事業者には固定資産税の優遇措置、
雇用奨励金等の支援を行うもの。

・平成23年3月11日以降に交付決定を受けた事
業所を対象とする。
・雇用奨励金の対象となる労働者を除いた方
が、事業復興型雇用創出助成金の申請対象とな
る。

塩竈市 産業建設部 商工観光課
商工港湾係
０２２－３６４－１１２４

127
商店活性化促進事業
（シャッターオープン・プラス事業）

中心市街地の活性化のため、市内の空き店舗を活用
して、新たに起業した事業所を支援するもの。

塩竈市 産業建設部 商工観光課
商工港湾係
０２２－３６４－１１２４

128 気仙沼市企業立地奨励制度
制度の対象となる業種の事業所を市内に新設・増設し
た場合、各種の奨励金や補助金（立地奨励金、用地
取得補助金、緑地化推進補助金）を交付するもの。

・平成23年3月11日以降に交付決定を受けた事
業所を対象とする。
・雇用奨励金の対象となる労働者を除いた方
が、事業復興型雇用創出助成金の申請対象とな
る。

気仙沼市 産業部 産業戦略課
産業戦略・企業誘致係
０２２６－２２－３４３２

129
気仙沼市被災中小企業再開・継続支
援助成金

震災により甚大な被害を受けた中小企業者等の復
旧・復興を支援するため、事業の再開又は継続に要
する費用の一部について助成するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

気仙沼市 産業部 産業戦略課
産業戦略・企業誘致係
０２２６－２２－３４３２

130
気仙沼市創造的産業復興支援事業
費補助金

震災により甚大な被害を受けた本市の産業復興に資
するため、起業化又は地域資源等を活用し、新たに事
業展開する事業者に対し、当該事業に要する経費の
一部を交付するもの。

平成23年度及び平成24年度に交付決定を受け
た事業所を対象とする。

気仙沼市 産業部 産業戦略課
産業戦略・企業誘致係
０２２６－２２－３４３２

131 気仙沼市水産業施設等復旧整備事業

震災により施設や漁船等に甚大な被害を受け、その
復旧に際して、施設整備等の復旧に係る補助事業等
を活用していない漁業者及び水産関係事業者に対
し、事業の再開・継続を支援するため、被災した生産
施設及び生産設備の復旧に要する経費の一部を交付
するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

気仙沼市 産業部 水産課
漁業振興係
０２２６－２２－３４３５

132
気仙沼市地域商業施設等復旧整備
事業補助金

震災により店舗等に甚大な被害を受け、その復旧に
際して、国・県等の事業を活用していない商業者等に
対し、事業の再開・継続を支援するため、被災した施
設・設備の復旧に要する経費の一部を交付するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

気仙沼市 産業部 産業戦略課
商工労働係
０２２６－２２－３４３２

133
気仙沼市物産品販路拡大等事業補
助金

震災による事業所の休止により販路を失った事業者
等を支援するため、物産品のＰＲ活動や販路の開拓・
拡大等に取り組む事業者等に対し、その費用の一部
を助成するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。（現在募集を行っているも
のは制度趣旨が変更となっているため、対象と
なりません。）

気仙沼市 産業部 産業戦略課
物産振興係
０２２６－２２－３４３２

135
復興特区（気仙沼市観光特区）に基づ
く指定事業者の指定

東日本大震災復興特別区域法に基づき、市内の復興
産業集積区域内において対象業種のうち「気仙沼市
の観光振興に資する事業」を行う事業者を指定するも
の。指定をうけた事業者は税制上の特例措置を受け
ることができる。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

気仙沼市 産業部 観光課
観光係
０２２６－２２－３４３８

136 多賀城市被災事業者支援事業補助金
東日本大震災により被災した法人または個人事業主
を対象とした施設・設備の復旧への補助。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

多賀城市 都市産業部 産業振興課
商工係
０２２－３６８－４２０４
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

137
復興特区（まちづくり促進特区）に基
づく指定事業者の指定

東日本大震災復興特別区域法に基づき、国からの認
定を受けたまちづくり促進特区に該当する事業者につ
いて多賀城市が指定する。
指定を受けた事業者は税制上の特例措置を受けるこ
とができる。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

多賀城市 都市産業部 産業振興課
商工係
０２２－３６８－４２０４

138 多賀城市商業機能集積補助金

JR仙石線多賀城駅周辺の中心市街地において、商業
機能の集積並びに被災者の雇用機会創出を実現し、
中心市街地の活性化を図るため、対象区域内におい
て、対象業種の方々が、新規出店する場合に補助金
を交付するもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

多賀城市 都市産業部 産業振興課
商工係
０２２－３６８－４２０４

140 南三陸町企業立地奨励

企業の育成と誘致に必要な奨励措置等を講ずること
により産業の振興と雇用の拡大を図り、町民生活の安
定向上に資することを目的に、固定資産の取得価額
が一定以上の企業者に対し、奨励金を交付するもの。

・平成23年3月11日以降に交付決定を受けた事
業所を対象とする。
・雇用奨励金の対象となる労働者を除いた方
が、事業復興型雇用創出助成金の申請対象とな
る。

南三陸町 商工観光課
商工業立地推進係
０２２６－４６－１３８５

141 南三陸町起業支援補助金
地域の活性化と雇用の場を確保することなどを目的
に、地域の資源を活用した新規事業経費を助成するも
の。

・補助金対象が運営経費及び雇用経費だけの場
合は対象外。
・当該政策により人件費の助成を受ける労働者
を除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の
申請対象となる。

南三陸町 商工観光課
商工業立地推進係
０２２６－４６－１３８５

143
女川町中小企業融資あっせん
（災害特別枠）

町内の中小企業者に融資のあっせんを行い、町が信
用保証協会への保証料を補給するもの。

融資対象が運転資金のみの場合は対象としな
い。

女川町 産業振興課
商工労働係
０２２５－５４－３１３１

144 産業集積特区 税制上の特例措置 

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

女川町 産業振興課
商工労働係
０２２５－５４－３１３１

145 女川町創業支援事業者補助金 
産業力強化法に基づき、民間事業者が町と連携して
行う創業支援の取組に要する経費について補助する
もの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

女川町 産業振興課
商工労働係
０２２５－５４－３１３１

146
女川町商店街景観形成創出事業補
助金

中心市街地区域において事業者が行う景観形成創出
事業に要する経費について補助するもの。

女川町 産業振興課
商工労働係
０２２５－５４－３１３１

147 女川町企業立地促進条例

企業の誘致及び育成に必要な措置を講ずることによ
り、本町における産業の振興並びに雇用の拡大を図
り、もって町民生活の安定向上に資することを目的と
する。

・平成23年3月11日以降に交付決定を受けた事
業所を対象とする。
・雇用促進奨励金の対象となる労働者を除いた
方が、事業復興型雇用創出助成金の申請対象
となる。

女川町 産業振興課
商工労働係
０２２５－５４－３１３１

148 女川町商業施設等復興整備補助金
中心市街地のにぎわいの拠点となる商業エリアを形
成するための商業施設の整備に要する経費を補助す
るもので、当該施設内で事業を営む者

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

女川町 産業振興課
商工労働係
０２２５－５４－３１３１

149

塩竃市小規模事業者チャレンジ支援
事業
（旧：塩竈市小規模事業者サポート補
助金）

小規模事業者が経営計画に基づいて取り組む販路開
拓等に要する経費の一部を支援するもの。

塩竈市 産業建設部 商工観光課
商工港湾係
０２２－３６４－１１２４

150 名取市閖上地区復興まちづくり特区

日常生活を支える小売業等の商業関連産業や医療業
などの企業が、指定するエリアに進出する際に、法人
税や所得税などについて税制上の特例措置を受ける
ことができるもの。

令和8年3月31日までに指定があった場合は、一
定の要件の下に、事業復興型雇用創出助成金
の申請を可能とする。（実施に係る認定書が交
付されなかった場合、事業復興型雇用創出助成
金は返還となる。）

名取市 生活経済部 商工観光課
企業誘致係
０２２－７２４－７１４８

151
東松島市中小企業育成融資
（東日本大震災災害特別融資）

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、被
害を受けた市内中小企業者へ融資のあっせんをおこ
なうもの。

融資対象が運転資金のみの場合は対象としな
い。

東松島市 産業部 商工観光課
商工振興・企業誘致係
０２２５－８２－１１１１

152 東松島市企業立地優遇制度

市内に新たに事業所等を立地、もしくは増設する製造
業、情報通信業、運輸業、卸売業、医療業、宿泊業、
学術・開発研究機関等に対して、各要件に応じて奨励
金等を交付するもの。
※事業復興型雇用創出助成金申請時において、政策
の支援を受けている（事業を実施している）事業主で
あることを証明する書類として、次の書類の提出が必
要です。
・指定企業者決定通知書の写し
・奨励金、補助金交付決定の通知書の写し（交付決定
未了の場合は、工事請負契約書等の着工済であるこ
とを証明する書類の写し）

・原則として、平成23年3月11日以降に指定企業
者申請を行い、令和8年3月31日までに交付決定
を受けた事業所を対象とする。
・ただし、令和8年3月31日までに交付指定及び
着工があった場合は、一定の要件の下に、事業
復興型雇用創出助成金の申請を可能とする。
（交付決定通知書が交付されなかった場合、事
業復興型雇用創出助成金は返還となる。）
・雇用奨励金の対象となる労働者を除いた方
が、事業復興型雇用創出助成金の申請対象とな
る。

東松島市 産業部 商工観光課
商工振興・企業誘致係
０２２５－８２－１１１１

153 東松島市創業支援補助金

市内の新規事業及び雇用の創出を促進し、市の産業
の活性化及び振興を図るため、市内において新たに
創業又は第二創業する個人又は中小企業者等に対
し、東松島市創業支援補助金を交付するもの。

東松島市 産業部 商工観光課
商工振興・企業誘致係
０２２５－８２－１１１１
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※各対象産業政策の募集期間や申請手続等に関する御質問は、表掲載の担当窓口に直接お問い合わせください。

（既に募集が終了している事業もありますので、詳しくは表掲載の担当窓口に直接お問い合わせ願います。）

前回（令和７年５月１６日時点）からリストを更新しています。変更があった箇所は赤字にしています。

省庁・県名等 部局等名 課（室）名 班名・電話番号

対象産業政策の担当窓口

宮城県事業復興型雇用創出助成金　対象産業政策リスト　（リスト２）【中小企業型】

平成２３年３月１１日以降に支援決定を受けた事業主のみが事業復興型雇用創出助成金の対象となります。
ただし、支援が取り消された場合には、事業復興型雇用創出助成金は返還となります。

（令和７年１０月２３日現在）

番号 対象産業政策名 政策の内容 適用範囲の限定

154 亘理町中小企業振興資金融資

中小企業者に対し、運転資金や設備資金を貸し付け、
利子補給と信用保証料を助成（被災事業者には震災
枠利子補給も助成）することで、金融の円滑化と経営
の安定化、設備の改善り、雇用の確保を図るもの。

・東日本大震災に係る中小企業者に対する中小
企業振興資金利子補給金を受けた事業主に限
る。
・融資対象が運転資金のみの場合は対象としな
い。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

亘理町 商工観光課
商工労働班
０２２３－３４－０５１３

155
亘理町中小企業活動再開支援事業
補助金

東日本大震災で大規模半壊以上の被害を受けた中小
事業者に対し復旧のための経費の一部を助成、事業
再開を支援するとともに雇用の場を確保し、早期の経
済基盤の復旧復興を図るもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

亘理町 商工観光課
商工労働班
０２２３－３４－０５１３

156 亘理町空き店舗活用推進事業補助金

町内の空き店舗解消及び商業振興を図るため、起業
家等が空き店舗を活用して新規に開業するにあたり、
店舗改修費や賃借料の一部を補助し支援するもので
あり、これにより、震災後の人口減少対策（移住定住・
人口流出抑制・新規雇用創出）を図るもの。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

亘理町 商工観光課
商工労働班
０２２３－３４－０５１３

157
東松島市地域活性化復興モデル事業
補助金

東日本大震災からの復興まちづくりに資する活動を行
う団体に対し、官民一体となり、効果的かつ効率的に
復興まちづくりを推進していくことを目的に、東松島市
地域活性化復興モデル事業補助金を交付するもの。

当該政策により人件費の助成を受ける労働者を
除いた方が、事業復興型雇用創出助成金の申
請対象となる。

※この政策の公募手続は終了しておりますの
で、既に支援決定を受けている事業主のみが助
成対象となりえます。

東松島市 復興政策部 復興政策課
企画調整・統計係
０２２５－８２－１１１１

158
仙台市６次産業化等チャレンジ支援
事業

市内の農林漁業者や商工業者等が地元の農林水産
物等の地域資源を使用して行う商品開発や、加工に
必要な機材導入、市場調査、販路開拓等に対して補
助金を交付するもの。

令和2年4月1日以降最初の新規雇用者を雇い入
れた場合に助成対象となりえます。

仙台市 経済局 農業振興課 ０２２－２１４－８２６６
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